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Summary

Following critical study regarding the methods used in calculating the cost of electricity, this

paper reviews the calculated cost of electricity derived from various power sources operated by

electric utility companies in Japan from 1970 to 1998. Accordingly, and in full contrast to a report

completed by the Ministry of International Trade and Industry, nuclear power was in fact not

necessarily the cheapest. The cost in this paper docs not include backend cost related to radioactive

waste disposal nor government subsidies. In considering these additional cost factors, nuclear

power is estimated to be yet less economical.

１　はじめに

1997年12月に京都議定書が国際的に策定されたことにより、二酸化炭素をはじめとする温室効果

ガスの削減目標が確定した。日本については、2008～2012年の第１約束期間に６％削減が目標とさ

れている１。

このうち二酸化炭素が国内の温室効果ガスに占める割合は最も高い。したがって、その削減如何

が京都議定書に定められた削減目標を達成を達成するかどうかを決定づけることになる。国内の二

酸化炭素排出部門のうち大きな部分を占めるのは産業部門である。産業部門における排出量目標は

経団連の自主行動計画が基礎となっている。この自主行動計画には原子力発電の大幅導入による電

力の排出原単位の低減が含まれている。そのため原子力の導入は温暖化対策に必須の政策であると
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日本政府や経団連によって主張されるようになり、原子力開発が一層強化されようとしている。

原子力については、従来から通産省等によって原子力発電が最も安価な電源であるとされ、その

ことが原子力開発の一つの根拠となってきた。通産省発表の計算根拠は必ずしも明らかでなく2、

発表される発電コストの数値がかねてから疑問視されることが多かった。

そこで本稿では、原子力発電を総合的に再評価するにあたって極めて重要な位置をしめると思わ

れる経済性評価の基礎的作業を行うことを目的として、発電単価の算定を試みる。本来ならば、原

子力発電についてはバックエンドコストや放射能汚染被害のコストなど現段階で完全に算入されて

いない費用、さらに国家財政からの原子力に対する様々な支援に要する費用といった社会的コスト

についても、当然算入して考慮すべきである。しかし今回はこれらの社会的コストはさしあたって

捨象し、水力、火力、原子力の各電源が歴史的に示してきた現実のパフォーマンスを評価すること

としたい。

以下では、まず国内の各電力会社の発電コストの実績値を比較する。具体的には、まず第１に発

電コストの算定方法を簡単に比較した上で、第２に、電力九社の『有価証券報告書総覧』に記載さ

れているデータに基づいて各社の電源（水力、火力、原子力）別の発電単価を計算する。続いて第

３に、得られた各電源の単価の歴史的推移の特徴についてまとめる。

２　発電単価算定方法の比較

発電単価の評価に当たっては、モデルプラントを想定した上で計算する方法と、実績値を推計す

る方法がある。

前者は、OECD等国際的にも広く用いられている方法であり、発電に必要な費用を資本費、運転

維持費、諸税、その他経費、燃料費に分け、それぞれの費用をある一定の想定にもとづいて計算し

た上で積算し、その値を一定期間内の発電量で除すという方式である２。ここで、「一定期間の発

電量」という場合、実際の耐用年であったり、初年度であったり、会計法上の耐用年であったりす

る。また、将来の発電コストを予想する場合、経済・エネルギーモデルの予想するエネルギーコス

トを考慮して計算するというバリエーションもある。

この方法の特徴は、計算に当たってどのような想定をしたかによって発電原価が大きく異なって

くることである。発電事業は燃料費よりは発電施設部分などの固定資本部分を多く必要とする。そ

のため、設備利用率や耐用年数の想定によって発電単価に大きな差異が生ずる３。したがって、こ

の方法は、電源選択を行うにあたって一つの抽象的な指標とはなりえても、電源毎の現実のパフォ

ーマンスを比較したり、また電力各社の実際の費用構造を検討するには必ずしも適しているとは言

えない。

他方、実績値に基づく分析は、こうした問題点をもたず電源の現実のパフォーマンスを知ること

ができる。各プラント毎の詳細なコスト構造を知ることができるればより具体的に検討が可能とな
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る。

例えばアメリカにおいては原子力発電のコストが公開されアクセス可能なデータベースとなって

おり、それをもとに日本でも詳細な検討がなされている5。日本国内においても各電力会社にはお

そらく詳細なデータが存在するであろうが、実際には各プラント毎の実際のコストを知ることは困

難である。プラント毎の発電単価は、各プラントの建設にあたって電力会社が通産省に提出する設

置変更許可申請書に記載された発電単価しか知ることができない。そのため電源毎の実際の費用を

比較検討するためには、次善の方法として『有価証券報告書総覧』に記載されている各電源毎の財

務資料に基づいて算定するほか方法がない。

電力会社の電源毎の財務資料は当然ながら全ての発電所データを集計した値である。したがって、

発電単価を求める際にこの資料を利用するということは、いわば全ての発電所を１つの発電所とみ

なして計算するに等しいということになる。

『有価証券報告書総覧』を利用した発電コストの算定例としては、主なものでは國武紀文による

ものと室田武によるものがある。ただし前者は、支払利息を独自に算入しているものの、ほぼ営業

費用のみの発電原価を計算していること、また各電力会社の具体的費用構造が記載されていないな

どの若干の問題点がある6。この点、室田は、政府によって示された当時の供給約款料金算定要領

にのっとって、『有価証券報告書総覧』から得られうるデータで、電源別（水力、火力、原子力）

の発電単価の近似値を推計している7。事業報酬を含めて計算するということは、需要者側からみ

た電源別の負担額を計算しているということも意味する。本稿も基本的にこの室田の方法論に従う。

なお本稿では、分析期間を1970年度～1998年度までとし、長期投資等のデータを若干補い、また営

業資本（運転資本、貯蔵品）について検討を加えるなどして室田の方法を拡張した上で、発電単価

の推計を試みる。

３　本研究における発電単価推計の方法

本稿では、前節で述べたように、通産省が規定する原価計算の方法にもとづき算出される値をも

って発電単価とする。実際の発電原価の算出の概略は次のようになっている。

まず、一般電気事業者は電気の料金その他の供給条件について供給約款を定め、通産大臣の許可

を受けなければならない。この際、電力会社はあらかじめ定められた料金算定ルールにしたがって

供給約款の料金を算定する。具体的な内容は、供給約款料金算定規則に定められている。この供給

約款料金算定規則は、料金算定方法のルール化の要請に基づき、1999年12月に通産省省令で規定さ

れたものである。次に、電気事業者が供給約款の認可申請をしてきた際、通産省は供給約款料金審

査要領をもとに審査を行う。この要領はもともと行政上の内規として運用されてきた「供給規定料

金算定要領」を新しい料金規制方式の導入や料金算定に当たっての透明性の向上のために公表され

たものである8。
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供給約款料金規則は、電気の認可料金の算定するにあたって、「当該期間において電気事業を運

営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額」（同第２条）を算定するた

めのものである。この額を供給約款料金算定規則では原価等と呼んでいる。原価等は、事業年度ご

とに算定される営業費と事業報酬の合計額から一定の額を控除した額とされる。本稿では、この原

価等を計算する際の方法に基本的にのっとり、電源毎に算定される営業費に電源毎の事業報酬を加

えたものを発電単価とする。以下に、具体的な計算方法を説明する。

供給約款料金算定規則によると、発電原価の構成項目には営業費と事業報酬部分がある。

営業費については、給料手当、給料手当振替額（貸方）、委託費、燃料費、使用済核燃料再処理

費、等々を実績値および供給計画等をもとに算定することとなっている。本稿では、これを『有価

証券報告書総覧』中に記載されている営業費用項目の電源別の数値を営業費用として算入する（表

１）。

給与手当
給与手当振替額
厚生費
雑給
燃料費
使用済核燃料再処理費
廃棄物処理費
消耗品費
修繕費
水利使用料
補償費
賃借料
委託費
損害保険料
諸費
諸税
固定資産税
雑税
減価償却費
固定資産除去費
原子力発電施設解体費
共有設備費等分担額

注）電気事業営業費用明細表に記載され
ているも項目のうち、電源別に計上さ
れている項目のみ。

一方、事業報酬は、レートベースに事業報酬率を乗じ

て算出される。

ここで、事業報酬率は「電気事業が合理的な発展を遂

げるために必要な資金を調達することができる程度の率

であることを要し、さらに全般的な金利水準等を考慮し

たうえで、経験的に妥当なところに定められる」9ことに

なっている。事業報酬は各電源において必要な資金調達

可能な水準に定められ、全般的金利水準等を考慮して定

められる。この事業報酬率は、1960年（昭和35年）にレ

ートベースが導入されたとき８％と定められて以降長期

にわたって据え置かれてきた。しかし産業界からの電力

料金引き下げ要求もあり、1988年に7.2 ％、さらに1996年

に5.25％、1998年に4.4 ％へと段階的に引き下げられるに

いたった。本稿においても、事業報酬率の変化を反映さ

せてそれぞれの年度の発電原価を算定する。

次にレートベースであるが、これは特定固定資産、建

設中の資産、核燃料資産、特定投資、運転資本、繰延償

却資産からなる。

特定固定資産は、供給約款料金算定規則によれば、「電

気事業固定資産の事業年度における平均帳簿価額等を基

に算定した額」とされている。そこで本稿では、電源別

表１　営業費用項目

に計上されている電気事業固定資産の各年度の期末価額をもってあてることとする。また、供給約

款料金算定規則では、建設中の資産については、「建設仮勘定の事業年度における平均帳簿価額か
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ら建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除した帳簿価額に100分の50を乗じた額」とされ

ている。本稿では各事業年度の期末の電源別建設仮勘定の額に100分の50を乗じ、これを建設中の

資産とした。核燃料資産は、「核燃料の事業年度における平均帳簿価額等を基に算定した額」とさ

れているが、同様に各事業年度の期末の額をもってあてることにする10。

次に、特定投資についてであるが、これについては元々電気事業者が行う投資活動であり収益が

見込まれるものである。したがって、料金原価上レートベースに算入せず、投資による収益および

費用を料金原価外として取り扱ってきたという経緯がある。しかし、天然ウラン等の資源開発、高

速増殖炉等の研究開発等は収益性がなく、配当も得られないこともあり、特定投資としてレートベ

ースに算入することが1979年３月の電気事業審議会料金制度部会中間報告で決定されることとなっ

た。中間報告では「①エネルギーの安定的供給確保を図るための研究開発、資源開発等を目的とし

た投資であって、②電気事業の適切な運営のために必要かつ有効であると認められ、③投資後、か

なりの期間をみても収益が期待されないもの」とされている11。

このような経緯から判断すれば、特定投資についてはほぼ原子力関連の長期投資を念頭において

決定されたものと推測される。事実、長期投資の大部分が原子力関連への株式投資、有価証券投資

からなっている。ただし少額とはいえ化石燃料関連であっても収益性の乏しいとみられる資源開発

関連長期投資もあるので、本稿ではこれらについても適宜火力関連の長期投資として計上すること

にした。なお、この項目の算定期間は1979年度以降とした。

次に、運転資本は、営業資本と貯蔵品に分かれる。

営業資本は、供給約款料金算定規則では営業費用項目から表２の項目を差し引いたものに12分の

1.5 を乗ずることとしている。このうち表２中の１、４、10、11は電源別の営業費用には計上され

１
２＊
３＊
４
５＊
６＊
７＊
８＊
９＊
10
11
12
13
14
15

退職給与金のうちの引当金純増額
燃料費のうちの核燃料費
使用済核燃料再処理費のうちの引当金純増額
電気料金貸倒損のうちの引当金純増額
固定資産税
雑税
減価償却費
固定資産除去費のうちの除去損
原子力解体発電施設解体費のうちの引当金純増額
電源開発促進税
事業税
試験研究費及び開発費の償却
株式発行費償却
社債発行費償却及び法人税等
算定規則第６条の控除収益項目額の合計額

注）本稿では＊印の項目を営業費用項目から控除したものを運転資
本とする。

表２　運転資本算定の際に控除する項目
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ておらず別の項目で計上されている12。また、12～14については『有価証券報告書総覧』の営業費

用明細表に項目がないので本稿では除外する。16の控除収益額は遅収加算料金、地帯間販売電力料、

他社販売電力料、託送収益、電気事業雑収益及び預金利息の合計である。これらは、電源別に分割

することができないので算入しないことにする。したがって、営業費用から２、３、５、６、７、

８、９、を控除したものを本稿における各電源の運転資本とする。

次に貯蔵品については、「火力燃料貯蔵品その他貯蔵品の年間払額に原則として12分の1.5を乗じ

て得た額」とされているので、本稿では、有価証券報告書総覧中に記載されている事業年度ごとの

期末の貯蔵品額に12分の1.5 を乗じたものとする。有価証券報告書総覧では、貯蔵品は石炭、燃料

油、LNG 、一般貯蔵品からなる。一般貯蔵品は電柱、電線ケーブル、変圧器、積算電力計、機械

器具付属品等であり、電源毎に分類不可能である。また発電端原価の算定にあたっては必要ないの

で除外する。したがって、本稿では一般貯蔵品以外の合計額を火力用の貯蔵品として計上する。

レートベースを構成する最後の項目である繰延償却資産（繰延資産）は、試験研究費及び開発費、

株式発行費ならびに社債発行費からなる。このうち試験研究費及び開発費は『有価証券報告書総覧』

では電源別に分離して算定できない。また株式発行費、社債発行費も同様であることに加え、そも

そも本稿における電源別原価試算は送電端の値を計算しようというものであるので、計算する必要

もない。

以上により、発電単価の算定に当たっては、具体的には次の式に基づいて計算を行った。次節で

はこの計算で得られた発電原価の歴史的推移の特徴を簡単にまとめる。

Ｐ：発電単価（円/kWh）

Ａ：総発電量：自社発電量

Ｂ：営業費用

Ｃ：電気事業固定資産

Ｄ：建設中の資産：建設仮勘定×１／２

Ｅ：核燃料資産

Ｆ：特定投資

Ｇ：営業資本：（営業費用－控除項目）×1.5／12

Ｈ：貯蔵品：貯蔵品×1.5／12

ｒ：事業報酬率

（添え字のｈは水力、ｔは火力、ｎは原子力を表す。）

Ph
Bh＋（Ch＋Dh＋Gh）× r

Ah
＝

Pt
Bt＋（Ct＋Dt＋Ft＋Gt＋Ht）× r

At
＝

Pn
Bn＋（Cn＋Dn＋En＋Fn＋Gn）× r

An
＝
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４　発電単価の特徴

前節で説明した方法で計算した結果を図１～10、表３～12に示す。以下では、これらの計算結果

をもとに発電単価の歴史的推移の特徴を簡単に述べる12。

まず９電力平均について述べると、1970年代から1990年代半ば近くまで水力は最も発電単価が低

く推移してきた。この点、従来通産省によって発表されてきた発電単価とは全く異なる傾向がみら

れる。なお火力、原子力の単価低下、および水力自身の単価が上昇したことによって水力は1990年

代半ばになると一時最も高い電源となっている。原子力は、石油ショックの余波をうけた時期を除

くと単価がもっとも高くなることが多い。最近の1986年から1993年にかけても原子力は火力よりも

発電単価が高く、３つの電源中最も高い電源であった。

水力が発電単価を上昇させてきた基本的要因は1970年代には40～50％あった設備利用率が1980

年、90年代と時代を経るにしたがって低下し、90年代後半には20％台前半に落ち込んだことによる。

この主な原因は揚水発電所が急増し、一般水力でも上回る設備量になったことである（図11）。一

般水力の設備利用率は40～50％台を維持しているが、揚水発電は５％程度しかない。このことが、

水力全体の設備利用率をひきさげ、結果的に水力の発電単価を上昇させた。他方、同時期の原子力

の設備利用率は1970年代の50％台から1980年代には70％台、1990年代後半になると80％台と極端に

高くなっている。火力は1990年代後半は40％台前半で推移している。原子力の単価が近年急激に減

少し、単価が最も安くなっているのは、原子力を優先的に利用し他の電源を用いていないことによ

ると考えてよい。

第２に、電力各社についてみた場合、一貫して原子力が最も高く、水力が最も安い電力会社があ

る。このグループに該当するのは東北電力、北陸電力である。東北電力における原子力は1983年度

の84.15 円/kWhは例外としても、1985年度から1995年度にかけて10円台後半（1995年の17.45 円

/kWh）～25円（1985年の25.55 円）の水力の３倍以上、火力の約２倍という高さである。同様に北

陸電力も1992年度の96.72 円は例外としても、全期間を通じて10～20円/kWhで推移している。1996

年度以降は両電力会社とも原子力の発電単価が下がっているが、その基本的要因は設備利用率を

1990年代後半に入って上昇させてきていることにある。1998年度の東北電力の原子力の設備利用率

は91.8％、北陸電力は100％と極めて高い。定期検査期間を考慮すればフル稼働といってよい状況

にあり、これ以上のコスト低減は困難だろう。なお、東北電力、北陸電力で水力発電のコストが３

つの電源中最も低くなっているのは、東北電力、北陸電力で揚水発電が少なく、そのため水力全体

の設備利用率が40％を超えてこいることに要因があると考えられる。

次に、東北電力、北陸電力の他にも水力よりは安いが、ほぼ一貫して火力よりも原子力発電の方

が発電単価が高いグループがある。このグループに属するのは北海道電力、東京電力、中部電力、

四国電力、中国電力である。このうち、北海道電力については1998年度、東京電力については1995
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年度以降、中部電力については1996年度以降、中国電力については1997年度以降に発電単価で原子

力が火力を下まわるようになってきた。原子力の発電単価が低下している基本的要因は、東北電力、

北陸電力の場合と同様、設備利用率が極端に高くなっていることによる。また水力の設備利用率は

これらの電力会社で低く、20％前後となっており、水力の高コスト化の要因となっている。

他方、関西電力においては1970年代初頭をのぞき原子力がほぼ最も安い電源となっている。また

九州電力は1980年代は水力が最も安い電源であったが、1990年代にはいって原子力の発電単価が最

も安く推移している。これらの電力会社に共通してみられることは、基本的に水力と火力の設備利

用が低く、原子力の設備利用率が高く維持されていることである。

以上の結果をまとめるならば、原子力は必ずしも最も安い電源であると言うことはできず、揚水

発電の増大や設備利用率等の条件によって大きく変化しているということができる。すでにみたよ

うに、東北電力、北陸電力のように今までのところ経済的有利性が全くなかったと判断できる電力

会社もある。重要なのは、原子力の単価が下がっているか、そもそも安い電力会社は、水力や火力

の設備利用率が低い水準にとどまっているということである。このことは、すなわち、発電所を順

調に稼働させることが可能な時期については発電単価は安くなるが、そのような条件が無くなれば

発電単価が上昇することを意味している。今後、原子力発電の高経年化により、設備利用率に何ら

かの影響がでれば、現在良好なパフォーマンスを示している電力会社についても発電単価を低く抑

えることができるかどうかは未知数である。設備利用率の低下が今後おきないとしても、現在の原

子力の設備利用率の高さは限界にまで上昇し、フル稼働状態に近づいており、これ以上単価を下げ

ることは困難な状況である。

５　ま と め

本稿の目的は、実際の発電単価の推移を検証することにあった。本稿での試算結果から判断する

と、原子力発電は通産省の発表のように常に安い電源というわけではなく、むしろ必ずしも良好な

パフォーマンスを示す電源ではないことが明らかになった。1999年12月に発表された最新値では原

子力が5.9 円/kWhとされ最も安い電源とされているが、この要因は、一定の理想的モデルプラント

を想定し、原子力に相対的に有利な条件をおいて計算を行っているからではないかと推測される13。

とりわけ水力発電単価が13.6円/kWhとされている点は、計算方法の違いを考慮しても疑問を抱かざ

るを得ない。

また水力、火力、原子力の３つの電源を比較する上で重要なことは、原子力にはいまだにコスト

算入されていないものがあることである。それは具体的には各種の放射性廃棄物処分費用であり、

とりわけ高レベル放射性廃棄物については未知数なものが多い。また廃炉費用については解体費と

しては引当金というかたちで費用算入されているものの、解体にともなって発生する放射性廃棄物

の処分費用については原価に算入されていない。これらのいわゆるバックエンド対策費は今後原子
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力の経済性を悪化させることになろう。これに加えて国家財政からの莫大な資金投入を加えるなら

ば、３つの電源中、原子力は社会的にみて最もコストの高いものと考えられる。この点については

別稿で論じることとしたい。

＊　本稿は、1999年財団法人住友財団環境研究助成（一般研究）を受けた「日本におけるCO2排出削減の
可能性と日本のエネルギー政策について」の研究成果の一部である。

（おおしま　けんいち・本学経済学部助教授）

１　京都会議の成果とその後の日本の温暖化対策へのインパクトについては拙著「UNFCC ・COP3の成果
とその後の政策課題」『産業研究』（高崎経済大学産業研究所）第34巻１号、1998年９月、pp.69-81等を
参照されたい。
２　政府資料に示された最新（1999年12月）の発電単価は原子力5.9円/kWh、水力13.6円/kWh、石油火力

10.2円/kWh、LNG6.4円/kWh、石炭火力6.5円/kWhである。これらのコスト算定上の想定は一定程度示さ
れているが、検証可能な形で明らかにされているわけではない。
３　松井賢一『エネルギー経済政策論』嵯峨野書院、1999年、pp.79-87
４　この方法をとりつつ各電源の発電単価を批判的に検討したものとしては熊谷一規『過剰社会を超えて』
八月書館、1985年がある。
５　小野賢治・伊藤武・弘津祐子『原子力発電の運転保守コスト分析手法の開発』（電力中央研究所報告）

1999年、参照。
６　國武紀文『わが国における原子力発電のコスト構造分析－電力九社の財務諸表に基づく経済評価－』
（電力中央研究所報告）1998年、参照。
７　室田武「日本の電力独占料金制度の歴史と現況」『一橋大学研究年報 経済研究32』1991年、p.75-159、
参照。
８　電気料金研究会『新版 市民の電気料金』電力新報社、1999年、p.64
９　電気料金研究会、前掲書、1999年、p.93
10 現在の電気料金算定体系においては核燃料については営業費用項目において核燃料減損額として計上
されると同時に資産においても計上されている。資産としてカウントされている核燃料には装荷中核燃
料と加工中等核燃料とが含まれる。前者分（装荷中核燃料）が資産として計上されるということは、核
燃料は一旦原子炉内に装荷されると約３年間とどまるため固定資産と同等のものとみなすということに
ほかならない。また加工中核燃料等核燃料には、加工中核燃料、半製品核燃料、完成核燃料、再処理核
燃料、その他が含まれる。これらは原子炉に装荷されない段階でも資産とされ、燃料が終わり炉心から
外されて使用済燃料となっても再処理すれば新たな燃料となるということで資産と扱われているという
ことになる。つまり核燃料については、営業費用としてのみならず、レートベースにカウントされ、そ
れに事業報酬率を乗じたものが総括原価の一部を構成し、最終的に需要者によって電気料金として負担
されるという構造になっている。室田（1991）は、こうした料金算定システムはレートベースを肥大化
させる基本的要因となっているのではないかと批判している。

11 電気料金研究会、前掲書、pp.92-93
12 １は一般管理費、４については販売費、10、11はその他に算入されている。
13 発電単価の変化の諸要因についての詳細な分析については別稿で論じる。
14 例えば、『日本経済新聞』（2000年５月１日付）によると、東京電力の経営者である榎本聡明常務自身
が「原発への投資は、独占企業でなくなった電力会社には荷が重くなった」と述べている。同記事では、
東京電力の原発の平均発電単価は８円弱であり、5.9円とは大きな差があるとされている。



高崎経済大学論集　第43巻　第１号　2000

－54－

図１　電力９社の平均発電単価

図２　北海道電力の発電単価

図３　東北電力の発電単価
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図４　東京電力の発電単価

図５　北陸電力の発電単価

図６　中部電力の発電単価
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図７　関西電力の発電単価

図８　四国電力の発電単価

図９　中国電力の発電単価
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図10 九州電力の発電単価

図11 一般水力、揚水、原子力の設備容量の推移
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